
平成２５年度人事行政の運営等の状況の報告について

　砺波広域圏事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成１７年砺広組条例第４号）第６条の

規定に基づき、砺波広域圏事務組合人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。

1 職員の任免及び職員数に関する状況

（１）　職員採用の状況（H24.4.1～H25.3.31）

職区分 競争試験 選考・割愛等 身分移管 計

　一般行政職

　公営企業職

計

（２）　職員の退職の状況(H24.4.1～H25.3.31）

区分

定年退職

勧奨退職

その他

　ア．部門別 （単位：人） イ．職種別 （単位：人）

(注) 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、公益法人等への

    派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員を除いています。

2 職員の給与の状況

（１）　人件費の状況

歳出総額

A B B/A

人

（注）　「人件費」には、職員共済費、議員報酬、管理者・副管理者・収入役の報酬が含まれます。
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2

0

0

0 5

0 2

公営企業職（水道）

104,709

一般行政職総務企画 6

11

（平成25年3月末現在）

住民基本台帳人口

一
般
行
政

17

計

32

衛生

32

農林水産

合計

15

公営企業（水道）

計 49

17

49

区　分
人件費

24年度

実質収支 人件費率

22.3%

2計

0

1

平成25年部　門部　門 平成25年

0

1

退職者数

0 7 7

（３）　職員数の状況(平成25年４月１日現在）

2,169,950千円 342,236千円 483,279千円
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（2）　職員給与費の状況

給　　　与　　　費

A 期末・勤勉手当 　　計　　　B

（注）　１　職員手当には退職手当を含みません。

　　　　２　給与費は、平成25年度当初予算額

（３）　平均給料月額・平均年齢（H25.4.1現在）

平均給与月額

円 円

（注）　給与とは、給料（基本給）に諸手当（通勤手当、時間外手当など）を加えたものです。

（４）　職員の初任給の状況（H25.4.1現在）

砺波広域圏事務組合

大学卒

高校卒

（５）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（H25.4.1現在）

大学卒

高校卒

（6）　級別職員数の状況（H25.4.1現在）

一般行政職

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 計

主事
技師

主事
技師

係長
主査
主任

主幹
係長
主査

課長
主幹

所長
次長
課長

事務局長

3 7 10 14 6 8 1 49

6.1% 14.3% 20.4% 28.6% 12.3% 16.3% 2.0% 100.0%

342,100 円

388,773

職員数

335,536

10年以上
15年未満

一般行政職

区　分
職員手当

25年度

給料

204,618千円

301,275 円

140,100円 140,100円

構成比

15年以上
20年未満

職員数

　該当なし

職務の級

標準的な職務内容

区分

区　分
国

45.7歳

初任給

172,200円

１人当たり給与費

（B/A)

6,058千円

一般行政職

区分
20年以上
25年未満

平均年齢平均給料月額

初任給

172,200円

41,422千円 75,018千円 321,058千円53人

263,100 円

245,100 円 313,800 円
一般行政職
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平成24年度支給実績（全職種）

円 人 円

職務上の段階、職務の級等による加算措置　有

(富山県市町村職員総合事務組合による支給）

管理または監督の地位にある職員に当該職の

区分に応じて27,700円～67,100円を支給　　

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給

配偶者

月額  5,000円

月額   6,500円

（支給率）

計

勤勉手当

0.675月分

21

4,284,484

46.55 月分

特殊勤務手当

55.86 月分

その他加算措置
定年前早期退職特例措置
（給料月額に２～20％加算）

時間外勤務手当

0.675月分

勧奨・定年

6月期

勤続20年

12月期 1.375月分

期末手当

55.86 月分

勤続35年

正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５
時まで勤務を命じられた職員に支給

3,409,662

55.86 月分

58

4,003,020

勤続25年 38.955 月分

505,530

73,870

324,000

160,121

1,452,192

１人当たり
平均支給年額

162,365

満16歳の年度初めから満22歳の
年度末までの子がいる場合の加
算額 １人につき

5,660,500

支給の内容

（7）　職員手当の状況（H24.4.1～H25.3.31）

区分

最高限度

期末手当
勤勉手当

月額 13,000円

住居手当

管理職手当

128,452

25

通勤手当

32.83 月分
退職手当

23.03 月分

自己都合

28.7875 月分

10,110,600

5,908,795 46

20

家賃、間代を月額12,000円以上
支払っている職員に対し、家賃等
の額に応じ

最高月額
27,000円

972,000 3

1.225月分

年間支給総額

夜間勤務手当

1.35月分

配偶者以外の扶養親族

扶養手当 24配偶者がない場合　そのうち１人

5376,966,172

2.6月分

（支給割合）

著しく危険、不快、不健康、困難な勤務その他特
殊な勤務に従事する職員に支給
（手当の種類　　3　種類）

交通機関利用者
　運賃等の額に応じ
　　・定期券と回数券のうち安価の方の額
　　・定期券は、６月以内の最も長い期間のもの
　　　の額による。
　　・最高月額　55,000円
　自動車等使用者
　　　通勤距離に応じ　月額 2,000円～24,500円

支給対象
職員数

235,854月額 11,000円

3



（8）　特別職等の報酬等の状況（H25.4.1現在）

議長

副議長

3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）　職員の勤務時間（標準的なもの）

休憩時間

（２）　時間外勤務の状況（H24.4.1～H25.3.31）

職員一人あたりの平均時間

（３）　年次有給休暇の取得状況（H24.1.1～H24.12.31）

平均使用日数 取得率

日 480 日 46 人 10.4 日

（注*）対象職員は、平成24年の１年間を通して在職した職員です。

（４）　その他の休暇の取得状況（H24.4.1～H25.3.31）

人数

（５）　育児休業の状況（H24.4.1～H25.3.31）

男性

4 職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分者数（H24.4.1～H25.3.31）

(注) 分限処分とは、公務の能率を維持及びその適正な運営の確保の目的から、職員がその職責を

　　十分に果たすことができない場合（長期の療養等）に職員の意に反して行う、不利益な身分上の

　　変動をもたらす処分のことをいいます。

区分

新たに育児休業を取得した者

全対象職員数(*) 

1,819

女性

65.7時間

損害評価会会長

損害評価会委員

損害評価員

共済連絡員

終了時間

50,000円

45,000円

40,000円

報酬年額

管理者

報酬年額

30,000円

26,000円

26,000円

12,000円

休職

0 人処分人数 0 人

降給区　　分 降任 免職

0 人 0 人

介護休暇を取得した者

区　　　　　　　　　　　分

区　　　　　　　　　　　分

副管理者

区分

35,000円

0 人 0 人

0 人 0 人

1人

0人

38.75 時間 8:30 12:00 ～ 13:00

時間外勤務総時間

議員

１週間の勤務時間 開始時間

30,000円

26.4%

17:15

3,022時間

前年度から引き続いている者

総付与日数 総使用日数

病気休暇を取得した者
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（２）懲戒処分者数（H24.4.1～H25.3.31）

0 人

5 職員の服務の状況

（1） 職務専念義務免除の状況（H24.4.1～H25.3.31）

免除の事由 承認件数

研修を受ける場合 0 件

厚生に関する計画の実施に参加する場合 0 件

0 件

0 件

0 件

法第55条第5項及び第6項の規定により、職員団体の代表者として、当局と交渉を行う場合 0 件

法第55条第11条の規定により、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合 0 件

教育、研究等のため他の事務に従事する場合 0 件

当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 0 件

0 件

0 件

1 件

（2） 営利企業等従事許可の状況（H24.4.1～H25.3.31）

許可の基準 件数

0 件

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 0 件

報酬を得て事業又は事務に従事する場合　（統計調査員等） 3 件

6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

（１）　研修機関（県研修所）における研修の状況（H24.4.1～H25.3.31）

1 回 1 人

5 回 9 人

1 回 2 人

参加者数

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第2項又は第60条第1項の規定により、
公務災害補償に関する審査請求又は再審査請求をし、及びこれらの審査に出頭する場合

研修回数

職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行
う場合

当該地方公共団体の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる会社その他の団体等の地
位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

上記に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認める場合
（消防団員として活動を行う場合、国体等に選手、役員等として参加する場合など。）

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の役員、顧問、評議員及び当該会社、団体の
重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合

砺波地域市町村職員研修協議会

研修機関名

富山県職員研修所

富山県市町村職員研修機構

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、
及びその審理に出頭する場合

法第49条の2第1項の規定により、不利益処分についての不服申立てをし、又はその審理に出頭する場合
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（２）　評定の状況（H24.4.1～H25.3.31）

該当なし。

7 職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）　健康診断の状況（H24.4.1～H25.3.31）

健康診断の種類 受診者数

　人間ドック 6 人

　定期健康診断 47 人

（2）　公務災害等の認定の状況（H24.4.1～H25.3.31）

災害の区分 認定(申請)数

　公務災害 0 (0) 人

　通勤災害 0 (0) 人

8 公平委員会の業務の状況

(1)  勤務条件に関する措置の要求の状況（H24.4.1～H25.3.31）

0 件 0 件

(2)  不利益処分に関する不服申立の状況（H24.4.1～H25.3.31）

0 件 0 件

継続件数 不服申立件数

継続件数 措置要求件数
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